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四條畷市空家等対策協議会条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

新 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」

という。）第８条第１項の規定に基づき、本市の空家等（法第２条第１項に規定する空家

等をいう。以下同じ。）に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、四條畷市空家

等対策協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について調査し、及び協議する。 

（１） 法第７条第１項に規定する空家等対策計画として定める四條畷市空家等対策推進

計画の策定及び変更並びに実施に関すること。 

（２）・（３）   略 

 

（委員） 

第４条 委員は、法第８条第２項に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１



 

 

旧 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」

という。）第７条第１項の規定に基づき、本市の空家等（法第２条第１項に規定する空家

等をいう。以下同じ。）に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、四條畷市空家

等対策協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について調査し、及び協議する。 

（１） 法第６条第１項に規定する空家等対策計画として定める四條畷市空家等対策推進

計画の策定及び変更並びに実施に関すること。 

（２）・（３）   略 

 

（委員） 

第４条 委員は、法第７条第２項に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２



   四條畷市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条

例新旧対照表 

新 

（同一執行機関内における特定個人情報の利用） 

第４条 市の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、当該執

行機関が保有するものを利用することができる。 

 

２   略 

３ 前２項の規定にかかわらず、市の執行機関は、これらの規定により利用することがで

きるとされる特定個人情報について、番号法の規定により情報提供ネットワークシステ

ムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けるこ

とができる場合は、その提供を受けて利用しなければならない。 

４   略 

 

別表第２ 

執行機関 事務 特定個人情報 

略 

４ 市長 外国人に対する生活保護の措置に

関する事務であって規則で定める

もの 

住民票関係情報、地方税関係情報、

医療保険給付関係情報、介護保険給

付等関係情報、児童手当等関係情

報、障害者関係情報、生活保護関係

情報、児童扶養手当等関係情報、ひ

とり親家庭医療費助成条例による

医療費支給関係情報、小児慢性特定

疾病医療費給付等関係情報、中国残

留邦人等支給関係情報、障害児福祉

手当及び特別障害者手当等支給関

係情報、失業等給付関係情報、職業

訓練受講給付金関係情報、障害者自

立支援給付関係情報、年金等給付関

係情報及び年金生活者支援給付金

関係情報、公的給付支給等口座登録

簿関係情報であって規則で定める

もの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３



 

 

旧 

（同一執行機関内における特定個人情報の利用） 

第４条 市の執行機関は、番号法別表第２の第２欄に掲げる事務を処理するために必要な

限度で、同表の第４欄に掲げる特定個人情報その他規則で定める特定個人情報であって

当該執行機関が保有するものを利用することができる。 

２   略 

３ 前２項の規定にかかわらず、市の執行機関は、これらの規定により利用することがで

きるとされる特定個人情報について、番号法の規定により情報提供ネットワークシステ

ムを使用して他の個人番号利用事務実施者から提供を受けることができる場合は、その

提供を受けて利用しなければならない。 

４   略 

 

別表第２ 

執行機関 事務 特定個人情報 

略 

４ 市長 外国人に対する生活保護の措置に

関する事務であって規則で定める

もの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号法別表２の２６の項第４欄に

掲げる特定個人情報であって規則

で定めるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４



四條畷市手数料条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

新 

 

別表第１ 

手数料の種類 手数料の金額 

略 

（５）戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は

戸籍証明書の交付 

 

 

１件につき ４５０円 

略 

（７）戸籍電子証明書提供用識別符号の発

行 

１件につき ４００円（電子情報処理組織

を使用する方法で請求・発行を行う場合（総

務省令で定める）及び同一事項の戸籍の謄

本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請

求する場合は徴収しない） 

（８）除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の

交付又は除籍証明書の交付 

 

 

１件につき ７５０円 

（９）除かれた戸籍（磁気ディスクをもっ

て調製された除かれた戸籍を除く。）に記載

した事項に関する証明 

１件につき ４５０円 

（１０）除籍電子証明書提供用識別符号の

発行 

１件につき ７００円（電子情報処理組織

を使用する方法で請求・発行を行う場合（総

務省令で定める）及び同一事項の除籍の謄

本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請

求する場合は徴収しない） 

（１１）戸籍に関する届出若しくは申請の

受理の証明、届書その他受理した書類に記

載した事項に関する証明又は届書等情報の

内容の証明 

１件につき ３５０円 

（婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認

知の届出の受理について、請求により法務

省令で定める様式による上質紙を用いる場

合にあっては、１件につき１，４００円） 

（１２）戸籍に関する届書その他受理した

書類の閲覧又は届書等情報の内容を表示し

たものの閲覧 

１件につき ３５０円 

（１３）～（４１）   略 略 

 

別表第３ 

略 

備考 この表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる審査における手数料の額は、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。 

５



 

 

旧 

 

別表第１ 

手数料の種類 手数料の金額 

略 

（５）戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は

磁気ディスクをもって調製された戸籍に記

録されている事項の全部若しくは一部を証

明した書面の交付 

１件につき ４５０円 

略 

 

 

 

 

 

（７）除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の

交付又は磁気ディスクをもって調製された

除かれた戸籍に記載されている事項の全部

若しくは一部を証明した書面の交付 

１件につき ７５０円 

（８）除かれた戸籍（磁気ディスクをもっ

て調製された除かれた戸籍を除く。）に記載

した事項に関する証明 

 

 

 

 

 

１件につき ４５０円 

（９）戸籍に関する届出若しくは申請の受

理の証明又は届書その他受理した書類に記

載した事項に関する証明 

１件につき ３５０円 

（婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認

知の届出の受理について、請求により法務

省令で定める様式による上質紙を用いる場

合にあっては、１件につき１，４００円） 

（１０）戸籍に関する届書その他受理した

書類の閲覧 

 

１件につき ３５０円 

（１１）～（３９）   略 略 

 

別表第３ 

略 

備考 この表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる審査における手数料の額は、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。 

６



（１）～（２）   略 

（３） この表の（３）の項及び（７）の項に規定する指定の申請が同時になされた場

合（当該２の申請に係る事業を同一の事業所において一体的に運営しようとする場合

に限る。）における当該２の申請に対する指定 ３５，０００円 

（４）   略  

（５）   略  

（６） この表の（４）の項及び（８）の項に規定する指定の更新の申請が同時になさ

れた場合（当該２の申請に係る事業を同一の事業所において一体的に運営しようとす

る場合に限る。）における当該２の申請に対する指定の更新 １０，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７



（１）～（２）   略 

 

 

 

（３）   略 

（４）   略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８



四條畷市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

新 

（定義） 

第１条の２ この条例において「児童」とは、１８歳未満の児童及び１８歳に達した日か

ら、その日以後における最初の３月３１日までの間にある者をいう。 

２ この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の父（母

が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事

情にあった者を含む。以下同じ。）又は母がその児童を監護する家庭をいう。ただし、そ

の児童が父又は母の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含み、規則で定める程度の障害の状態にある者を除く。）に養育されていると

きは除く。 

（１）～（４）  略 

（５）父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年

法律第３１号）第１０条第１項又は第１０条の２の規定による命令（母又は父の申立て

により発せられたものに限る。）を受けた児童 

（６）  略 

３   略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９



 

 

旧 

（定義） 

第１条の２ この条例において「児童」とは、１８歳未満の児童及び１８歳に達した日か

ら、その日以後における最初の３月３１日までの間にある者をいう。 

２ この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の父（母

が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事

情にあった者を含む。以下同じ。）又は母がその児童を監護する家庭をいう。ただし、そ

の児童が父又は母の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含み、規則で定める程度の障害の状態にある者を除く。）に養育されていると

きは除く。 

（１）～（４）  略 

（５）父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年

法律第３１号）第１０条第１項の規定による命令（母又は父の申立てにより発せられた

ものに限る。）を受けた児童 

（６）  略 

３   略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０



四條畷市国民健康保険条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

新 

（保険料の賦課額） 

第１０条の２ 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦

課額（国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）第２９条の７第１項第１号

に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。）及び後期高齢者支援金等賦課額（同項第２号

に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。）並びに介護納付金賦課被保険

者（同項第３号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した

介護納付金賦課額（同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。）の合算額とす

る。 

２ 前項の場合において、同項の賦課額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨て

るものとする。 

 

（基礎賦課総額） 

第１１条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額（第２０条、第２０条の５及び第２０条の６

の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとな

る額を含む。）の総額（以下「基礎賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込

額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。 

 

 

（１） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除

した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、

訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

に要する費用の額 

 

イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５

条の７第１項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。）の

納付に要する費用（府の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医

療確保法の規定による後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金等」という。

）、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等（以下「病床転換支援金等」

という。）及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による納付金（以下

「介護納付金」という。）の納付に要する費用に充てる部分を除く。）の額 

ウ～オ   略 

カ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に要する費用

を除く。）の額（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（府の国民健康保

険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等

並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）を除く。） 

 

 

 

 

１１



 

 

旧 

（保険料の賦課額） 

第１０条の２ 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦

課額（国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）第２９条の７第１項第１号

に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。）及び後期高齢者支援金等賦課額（同項第２号

に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。）並びに介護納付金賦課被保険

者（同項第３号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した

介護納付金賦課額（同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。）の合算額とす

る。 

２ 前項の場合において、賦課額に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てるも

のとする。 

 

（一般被保険者に係る基礎賦課総額） 

第１１条 保険料の賦課額のうち一般被保険者（法附則第７条第１項に規定する退職被保

険者等（以下「退職被保険者等」という。）以外の被保険者をいう。以下同じ。）に係

る保険料の基礎賦課額（第２０条、第２０条の５及び第２０条の６の規定により基礎賦

課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。）の総

額（以下「基礎賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げ

る額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。 

（１） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 療養の給付に要する費用（一般被保険者に係るものに限る。）の額から当該給付

に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活

療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額

療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用（一般被保険者に係るものに限

る。）の額 

イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７

５条の７第１項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。）

の納付に要する費用（府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、府

の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定によ

る後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金等」という。）、高齢者医療確保

法の規定による病床転換支援金等（以下「病床転換支援金等」という。）及び介護

保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による納付金（以下「介護納付金」とい

う。）の納付に要する費用に充てる部分を除く。）の額 

ウ～オ   略 

カ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に要する費用

を除く。）の額（退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付

に係る一部負担金に相当する額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険

外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高

額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに府が行う国民健康保険の一般被

保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（府の国民健康保険に

関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並び
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（２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア   略 

イ 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受ける

補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（府の国民健康保険に関

する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護

納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにおいて同じ。）に

係るものを除く。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険

事業納付金の納付に要する費用に係るものを除く。）の額 

ウ 法第７５条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金の額のうち、次に掲げ

る額の合算額を除く額 

 

 

 

（１）～（３）   略 

エ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に要する費用

を除く。）のための収入（法第７２条の３第１項、第７２条の３の２第１項及び

第７２条の３の３第１項の規定による繰入金並びに算定政令第６条第６項第１号

（国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第６条第１号ハから

ヌまで及びヲ（大阪府知事が定めたものに限る）並びに附則第７条第２号又は第

３号に掲げる額の合計額を除く。）、第２号及び第３号に掲げる額を除く。）の

額 

 

 

（基礎賦課額） 

第１２条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定し

た所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別

平等割額の合計額とする。 

 

 

２ 前項の場合において、同項の基礎賦課額に１円未満の端数があるときは、これを切り

捨てるものとする。 

 

(基礎賦課額の所得割額の算定) 

第１３条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び

山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額（同法附則第３３条の２

第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第８

項又は第１１項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３３条

の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第３４条第４項に規定

する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第

１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第

３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用が

ある場合には、これらの規定の適用により同法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得

の金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第３５条第５項に規定する短
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に介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）及び退職被保険者等に係

る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。） 

（２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア   略 

イ 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受け

る補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（府の国民健康保険に関

する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納

付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにおいて同じ。）に係る

ものを除く。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業納

付金の納付に要する費用に係るものを除く。）の額 

ウ 法第７５条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金（エにおいて「国民健

康保険保険給付費等交付金」という。）（退職被保険者等の療養の給付等に要する

費用(法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７０条第１項に規定する療

養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。）に係るものを除く。）の額のうち、

次に掲げる額の合算額を除く額 

（１）～（３）   略 

エ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に要する費用

を除く。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により読み替えられた法第７

２条の３第１項、第７２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項の規定によ

る繰入金及び国民健康保険保険給付費等交付金（退職被保険者等の療養の給付等に

要する費用に係るものに限る。）の額並びに算定政令第６条第６項第１号（国民健

康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第６条第１号ハからヌまで及

びヲ（大阪府知事が定めたものに限る）並びに附則第７条第２号又は第３号に掲げ

る額の合計額を除く。）、第２号及び第３号に掲げる額を除く。）の額 

 

（一般被保険者に係る基礎賦課額） 

第１２条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する一

般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世

帯につき算定した世帯別平等割額（一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属

する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割

額）の合計額とする。 

 

 

 

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定) 

第１３条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係

る地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の２第１項に規定する総所得金額

及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額（同法附則第３３条

の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６

第８項又は第１１項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３

３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第３４条第４項に

規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の

４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、

第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用

がある場合には、これらの規定の適用により同法第３１条第１項に規定する長期譲渡所

得の金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第３５条第５項に規定する
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期譲渡所得の金額（租税特別措置法第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１

項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項又は第３６条の規定の

適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第３２条第１項に規定する短期譲

渡所得の金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第３５条の２第５項に

規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の２の２第５項に規定す

る上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１１項又は第３５

条の３第１３項若しくは第１５項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、

同法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第３

５条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、外国居住者等

の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１

４４号）第８条第２項（同法第１２条第５項及び第１６条第２項において準用する場合

を含む。第２０条第１項第１号において同じ。）に規定する特例適用利子等の額、同法

第８条第４項（同法第１２条第６項及び第１６条第３項において準用する場合を含む。

同号において同じ。）に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税

法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。第２０条

において「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１０項に規定する条約

適用利子等の額及び同条第１２項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条に

おいて同じ。）の合計額から地方税法第３１４条の２第２項の規定による控除をした後

の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計

額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）を賦課標準額とし、第１５条の所得

割の保険料率を乗じて算定する。 

２   略 

 

（基礎賦課額の保険料率） 

第１５条 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 

（１） 所得割 法第８２条の３第１項及び第３項の規定により府が算定し、及び通知す

る市町村標準保険料率（以下「市町村標準保険料率」という。）のうち、基礎賦課額の保

険料率における所得割の率 

 

（２） 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における被

保険者均等割の額 

 

（３） 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウまで

に掲げる額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保

険料率における世帯別平等割の額 
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短期譲渡所得の金額（租税特別措置法第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第

１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項又は第３６条の規定

の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第３２条第１項に規定する短期

譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第３５条の２第５項

に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５項の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の２の２第５項に規定

する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１１項又は第３

５条の３第１３項若しくは第１５項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、

同法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第３

５条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、外国居住者等

の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１

４４号）第８条第２項（同法第１２条第５項及び第１６条第２項において準用する場合

を含む。第２０条第１項第１号において同じ。）に規定する特例適用利子等の額、同法

第８条第４項（同法第１２条第６項及び第１６条第３項において準用する場合を含む。

同号において同じ。）に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税

法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。第２０条

において「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１０項に規定する条約

適用利子等の額及び同条第１２項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条に

おいて同じ。）の合計額から地方税法第３１４条の２第２項の規定による控除をした後

の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計

額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）を賦課標準額とし、第１５条の所得

割の保険料率を乗じて算定する。 

２   略 

 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率） 

第１５条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 

（１） 所得割―一般被保険者に係る基礎賦課総額の１００分の４８に相当する額を第１

３条に規定する賦課標準額（国民健康保険法施行令第２９条の７第２項第４号ただし書

に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則（昭和３３年省令第５３号）第３

２条の９に規定する方法により補正された後の金額とする。）の総額で除して得た数 

（２） 被保険者均等割―一般被保険者に係る基礎賦課総額の１００分の３４に相当する

額を当該年度の前年度及びその直前の２箇年度の各年度における一般被保険者の数等を

勘案して算定した数で除して得た額 

（３） 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウまで

に定めるところにより算定した額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る基礎賦課総額の１００分

の１８に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の２箇年度の各年度におけ

る一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属

者（法第６条第８号の規定に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であ

って、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以

下同じ。）と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって同日の属する

月（以下「特定月」という。）以後５年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯

に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。）の数に２分の１を

乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する

世帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過する

月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定
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イ 特定同一世帯所属者（法第６条第８号に該当したことにより被保険者の資格を喪

失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する

者をいう。以下同じ。）と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって同

日の属する月（以下「特定月」という。）以後５年を経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。） アの

額に２分の１を乗じて得た額 

ウ 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって特

定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過する月までの間にあ

るもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」とい

う。） アの額に４分の３を乗じて得た額 

２ 前項に規定する保険料率を決定する場合において、１円未満の端数があるときは、こ

れを切り上げるものとする。 

３   略 

  

 

第１５条の２から第１５条の５の２まで 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７



継続世帯」という。）の数に４分の１を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して

得た額 

イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に２分の１を乗じて得た額 

 

 

 

 

 

ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に４分の３を乗じて得た額 

 

 

 

２ 前項に規定する保険料率を決定する場合において小数点以下第４位未満の端数又は１

円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。 

３   略 

 

（退職被保険者等に係る基礎賦課額） 

第１５条の２ 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該世帯に属

する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並び

に当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額（退職被保険者等と一般被保険者と

が同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額）とす

る。 

２ 第１０条の２第２項の規定は、前項の場合に準用する。 

 

（退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定） 

第１５条の３ 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る賦課期日の属する年の前年の基

礎控除後の総所得金額等を賦課標準額とし、第１５条の所得割の保険料率を乗じて算定

する。 

２ 第１３条第２項の規定は、前項の場合に準用する。 

 

（退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額の算定） 

第１５条の５ 第１５条の２の被保険者均等割額は、第１５条の規定により算定した額と

同額とする。 

 

（退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定） 

第１５条の５の２ 第１５条の２の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。 

（１） 次号又は第３号に掲げる世帯以外の世帯 第１５条第１項第３号アに定めるとこ

ろにより算定した額 

（２） 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者等の属する世帯であって

特定月以後５年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない

場合に限る。） 第１５条第１項第３号イに定めるところにより算定した額 

（３） 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特

定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過する月までの間にあるも

の（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。） 第１５条第１項第３号ウに定

めるところにより算定した額 

１８



 

（基礎賦課限度額） 

第１５条の６ 第１２条の基礎賦課額は、各年度において法第８２条の３第３項の規定に

よる通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法施行令第２９条の７第２

項第９号に掲げる額を超えることができない。 

 

 

（後期高齢者支援金等賦課総額） 

第１５条の６の２ 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額（第２０条、第２０

条の５及び第２０条の６の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした

場合にあっては、その減額することになる額を含む。）の総額（以下「後期高齢者支援

金等賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込

額を控除した額を基準として算定した額とする。 

（１） 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（府の国民健康

保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納

付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。） 

 

（２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受ける

補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）及

び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用に限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用に限る。）のため収入（法第７２条の３第１項、第７２条の３の２第１項

及び第７２条の３の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

 

 

（後期高齢者支援金等賦課額） 

第１５条の６の３ 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属す

る被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世

帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。 

 

 

２ 前項の場合において、同項の後期高齢者支援金等賦課額に１円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てるものとする。 

 

（後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定） 

第１５条の６の４ 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得

に係る基礎控除後の総所得金額等を賦課標準額とし、次条の所得割の保険料率を乗じて

算定する。 

２   略 

 

（後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） 

第１５条の６の５ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 

 

（１） 所得割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率にお

１９



 

（基礎賦課限度額） 

第１５条の６ 第１２条又は第１５条の２の基礎賦課額（一般被保険者と退職被保険者等

が同一の世帯に属する場合には、第１２条の基礎賦課額と第１５条の２の基礎賦課額と

の合算額をいう。第１９条及び第２０条第１項において同じ。）は、６５万円を超える

ことができない。 

 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額） 

第１５条の６の２ 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額

（第２０条、第２０条の５及び第２０条の６の規定により後期高齢者支援金等賦課額を

減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。）の総額（以

下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２

号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。 

（１） 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（府の国民健康

保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納

付に要する費用に係る部分であって、府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るもの

に限る。次号において同じ。） 

（２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受け

る補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）及

び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要

する費用に限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用に限る。）のため収入（法附則第９条第１項の規定により読み替えられた法

第７２条の３第１項、第７２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項の規定

による繰入金を除く。）の額 

 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額） 

第１５条の６の３ 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属す

る一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当

該世帯につき算定した世帯別平等割額（一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯

に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平

等割額）の合計額とする。 

 

 

 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定） 

第１５条の６の４ 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の

所得に係る基礎控除後の総所得金額等を賦課標準額とし、次条の所得割の保険料率を乗

じて算定する。 

２   略 

 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） 

第１５条の６の５ 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のと

おりとする。 

（１） 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の１００分の４８に相当する額を前条に規

２０



ける所得割の率 

 

 

（２） 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険

料率における被保険者均等割の額 

 

（３） 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウまで

に掲げる額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援

金等賦課額の保険料率における世帯別平等割の額 

 

 

 

イ 特定世帯 アの額に２分の１を乗じて得た額 

ウ 特定継続世帯 アの額に４分の３を乗じて得た額 

２   略 

 

 

第１５条の６の６から第１５条の６の９まで 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１



定する賦課標準額（国民健康保険法施行令第２９条の７第３項第４号ただし書に規定す

る場合にあっては、国民健康保険法施行規則第３２条の９に規定する方法の例により補

正された後の金額とする。）の総額で除して得た数 

（２） 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の１００分の３４に相当する額を

当該年度の前年度及びその直前の２箇年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案

して算定した数で除して得た額 

（３） 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウまで

に定めるところにより算定した額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課 

総額の１００分の１８に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の２箇年度

の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特

定世帯の数に２分の１を乗じて得た数と特定継続世帯の数に４分の１を乗じて得

た数の合計数を控除した数で除して得た額 

イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に２分の１を乗じて得た額 

ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に４分の３を乗じて得た額 

２   略 

 

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額） 

第１５条の６の６ 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課

額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額

の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額（退職被保険者

等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の

合算額の総額）とする。 

２ 第１０条の２第２項の規定は、前項の場合に準用する。 

 

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定） 

第１５条の６の７ 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る賦課期日の属する年の前年

の基礎控除後の総所得金額等を賦課標準額とし、第１５条の６の５の所得割の保険料率

を乗じて算定する。 

２ 第１３条第２項の規定は、前項の場合に準用する。 

 

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の算定） 

第１５条の６の８ 第１５条の６の６の被保険者均等割額は、第１５条の６の５の規定に

より算定した額と同額とする。 

 

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算定） 

第１５条の６の９ 第１５条の６の６の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分

に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１） 次号又は第３号に掲げる世帯以外の世帯 第１５条の６の５第１項第３号アに定

めるところにより算定した額 

（２） 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者等の属する世帯であって

特定月以後５年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない

場合に限る。） 第１５条の６の５第１項第３号イに定めるところにより算定した額 

（３） 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特

定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過する月までの間にあるも

２２



 

 

 

（後期高齢者支援金等賦課限度額） 

第１５条の６の１０ 第１５条の６の３の後期高齢者支援金等賦課額は、各年度において

法第８２条の３第３項の規定による通知が行われた日において施行されていた国民健康

保険法施行令第２９条の７第３項第８号に掲げる額を超えることができない。 

 

 

 

（介護納付金賦課総額） 

第１５条の７ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第２０条及び第２０条の６の規

定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することと

なる額を含む。）の総額（以下「介護納付金賦課総額」という。）は、第１号に掲げる

額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とす

る。 

（１）   略 

（２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第７条の規定より読み替えられた法第７５条の規定により交付を受ける補

助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに係る。）及び

同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要

する費用に係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用に限る。）のための収入（法第７２条の３第１項及び第７２条の３の３第

１項の規定による繰入金を除く。）の額 

 

 

（介護納付金賦課額） 

第１５条の８ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金

賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。 

２ 前項の場合において、同項の介護納付金賦課額に１円未満の端数があるときは、これ

を切り捨てるものとする。 

 

（介護納付金賦課額の保険料率） 

第１５条の１０ 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のと

おりとする。 

（１） 所得割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における所得

割の率 

 

 

（２） 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率にお

ける被保険者均等割の額 

 

２   略 

 

（介護納付金賦課限度額） 

２３



の（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。） 第１５条の６の５第１項第３

号ウに定めるところにより算定した額 

 

（後期高齢者支援金等賦課限度額） 

第１５条の６の１０ 第１５条の６の３又は第１５条の６の６の後期高齢者支援金等賦課

額（一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第１５条の６の

３の後期高齢者支援金等賦課額と第１５条の６の６の後期高齢者支援金等賦課額との合

算額をいう。第１９条及び第２０条第１項において同じ。）は、２０万円を超えること

ができない。 

 

（介護納付金賦課総額） 

第１５条の７ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第２０条及び第２０条の６の規

定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することと

なる額を含む。）の総額（以下「介護納付金賦課総額」という。）は、第１号に掲げる

額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とす

る。 

（１）   略 

（２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第２２条の規定より読み替えられた法第７５条の規定により交付を受ける

補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに係る。）及び

同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用に係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用に限る。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により読み替えられた

法第７２条の３第１項及び第７２条の３の３第１項の規定による繰入金を除く。）

の額 

 

（介護納付金賦課額） 

第１５条の８ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金

賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。 

２ 第１０条の２第２項の規定は、前項の場合に準用する。 

 

 

（介護納付金賦課額の保険料率） 

第１５条の１０ 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のと

おりとする。 

（１） 所得割―介護納付金賦課総額の１００分の４８に相当する額を第１５条の９に規

定する賦課標準額（国民健康保険法施行令第２９条の７第４項第４号ただし書に規定す

る場合にあっては、国民健康保険法施行規則第３２条の１０に規定する方法により補正

された後の金額とする。）の総額で除して得た数 

（２） 被保険者均等割―介護納付金賦課総額の１００分の５２に相当する額を当該年度

の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘

案して算定した数で除して得た額 

２   略 

 

（介護納付金賦課限度額） 

２４



第１５条の１１ 第１５条の８の賦課額は、各年度において法第８２条の３第３項の規定

による通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法施行令第２９条の７第

４項第８号に掲げる額を超えることができない。 

 

（賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合) 

第１９条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は１世帯に属する被保険者数が増

加若しくは減少し、若しくは１世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となっ

た若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第２

９条の７の２第２項に規定する特例対象被保険者等（以下「特例対象被保険者等」とい

う。）となった場合における当該納付義務者に係る第１２条、第１５条の６の３の額

（被保険者数が増加若しくは減少した場合（特定同一世帯所属者に該当することにより

被保険者数が減少した場合を除く。）又は特例対象被保険者等となった場合における当

該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。）若しくは第１５条の８の額又は第２０条

第１項各号（同条第５項又は第６項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項

において同じ。）に定める額、第２０条の５第１項（同条第３項の規定により読み替え

て準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める第１５条の基礎賦課額の被保険

者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た額、第２０条の５第４項第１号

（同条第６項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定

める額、第２０条の６第１項各号（同条第３項又は第４項の規定により読み替えて準用

する場合を含む。次項において同じ。）に定める額若しくは同条第５項各号（同条第７

項又は第８項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定

める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減

少した日（法第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該当したことにより被保

険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その

前日とする。）若しくは１世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若

しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となった日

の属する月から、月割をもって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第１２

条若しくは第１５条の６の３の額若しくは第１５条の８の額又は第２０条第１項各号に

定める額、第２０条の５第１項に定める第１５条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険

料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た額、第２０条の５第４項第１号に定める額、第

２０条の６第１項各号に定める額若しくは同条第５項各号に定める額の算定は、その納

付義務が消滅した日（法第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該当したこと

により納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限

り、その前日とする。）の属する月の前月まで、月割をもって行う。 

 

 

 

（低所得者の保険料の減額） 

第２０条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課

額は、第１２条の基礎賦課額から、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額（当

該減額して得た額が第１５条の６に規定する額を超える場合には、同条に規定する額）

とする。 

（１）   略 

（２） 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算され

る所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主

２５



第１５条の１１ 第１５条の８の賦課額は、１７万円を超えることができない。 

 

 

 

（賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合) 

第１９条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は１世帯に属する被保険者数が増

加若しくは減少し、若しくは１世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となっ

た若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第２

９条の７の２第２項に規定する特例対象被保険者等（以下「特例対象被保険者等」とい

う。）となった若しくは特例対象被保険者等でなくなった場合における当該納付義務者

に係る第１２条、第１５条の２、第１５条の６の３若しくは第１５条の６の６の額（被

保険者数が増加又は減少した場合（特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者

数が減少した場合を除く。）における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。）

若しくは第１５条の８の額又は第２０条第１項各号（同条第５項又は第６項の規定によ

り読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額、第２０条の５第

１項（同条第３項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）

に定める第１５条若しくは第１５条の５の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそ

れぞれ１０分の５を乗じて得た額、第２０条の５第４項第１号（同条第６項の規定によ

り読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額、第２０条の６第

１項各号（同条第３項又は第４項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項に

おいて同じ。）に定める額若しくは同条第５項各号（同条第７項又は第８項の規定によ

り読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額の算定は、それぞ

れ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日（法第６条第１

号から第８号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合に

おいては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。）若しくは

１世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被

保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となった若しくは特例対象被保険者

等ではなくなった日の属する月から、月割をもって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第１２

条、第１５条の２、第１５条の６の３若しくは第１５条の６の６の額若しくは第１５条

の８の額又は第２０条第１項各号に定める額、第２０条の５第１項に定める第１５条若

しくは第１５条の５の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を

乗じて得た額、第２０条の５第４項第１号に定める額、第２０条の６第１項各号に定め

る額若しくは同条第５項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日（法第６

条第１号から第８号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場

合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。）の属

する月の前月まで、月割をもって行う。 

 

（低所得者の保険料の減額） 

第２０条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課

額は、第１２条又は第１５条の２の基礎賦課額から、それぞれ当該各号に定める額を減

額して得た額（当該減額して得た額が６５万円を超える場合には、６５万円)とする。 

 

（１）   略 

（２） 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算され

る所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主

２６



等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所

得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）に２９万５千

円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはそ

の発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所

属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義

務者であって前号に該当する者以外の者 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の被保険者均等割額

の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

ア・イ   略 

（３） 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯

主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）に５４万５

千円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には

その発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯

所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付

義務者であって前２号に該当する者以外の者 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の被保険者均等割額

の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

ア・イ   略 

２～４   略 

５ 前４項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第１２

条」とあるのは「第１５条の６の３」と、「第１５条の６」とあるのは「第１５条の６

の１０」と、第２項中「前項第３号」とあるのは「前項第３号（第５項において読み替

える場合を含む。）」と、第３項中「第１項第３号」とあるのは「第１項第３号（第５

項において読み替える場合を含む。）」と、第４項中「第１５条」とあるのは「第１５

条の６の５」と読み替えるものとする。 

６ 第１項から第４項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合に

おいて、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第１２条」とあ

るのは「第１５条の８」と、「第１５条の６」とあるのは「第１５条の１１」と、第２項

中「前項第３号」とあるのは「前項第３号（第６項において読み替える場合を含む。）」

と、第３項中「第１項第３号」とあるのは「第１項第３号（第６項において読み替える

場合を含む。）」と、第４項中「第１５条」とあるのは「第１５条の１０」と読み替える

ものとする。 

 

（未就学児の被保険者均等割額の減額） 

第２０条の５ 当該年度において、その世帯に６歳に達する日以後の最初の３月３１日以

前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合における当該被保険者に係

る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第１５条の基礎賦課額の被保険者均

等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ１０分の５を乗じて得た額（第１５条

第２項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。）を控除して得た額とする

（第４項に掲げる場合を除く）。 

２   略 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第１５

２７



等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所

得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）に２９万円に

当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発

生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者

の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者

であって前号に該当する者以外の者 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の被保険者均等割額

の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

ア・イ   略 

（３） 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯

主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）に５３万５

千円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には

その発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯

所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付

義務者であって前２号に該当する者以外の者 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の被保険者均等割額

の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

ア・イ   略 

２～４   略 

５ 前４項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第１２

条又は第１５条の２」とあるのは「第１５条の６の３又は第１５条の６の６」と、「６

５万円」とあるのは「２０万円」と、第２項中「前項第３号」とあるのは「前項第３号

（第５項において読み替える場合を含む。）」と、第３項中「第１項第３号」とあるの

は「第１項第３号（第５項において読み替える場合を含む。）」と、第４項中「第１５

条」とあるのは「第１５条の６の５」と読み替えるものとする。 

６ 第 1項から第４項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合に

おいて、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第１２条又は

第１５条の２」とあるのは「第１５条の８」と、「６５万円」とあるのは「１７万円」

と、第２項中「前項第３号」とあるのは「前項第３号（第６項において読み替える場合

を含む。）」と、第３項中「第１項第３号」とあるのは「第１項第３号（第６項におい

て読み替える場合を含む。）」と、第４項中「第１５条」とあるのは「第１５条の１０」

と読み替えるものとする。 

 

（未就学児の被保険者均等割額の減額） 

第２０条の５ 当該年度において、その世帯に６歳に達する日以後の最初の３月３１日以

前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合における当該被保険者に係

る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第１５条又は第１５条の５の基礎賦

課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ１０分の５を乗じて

得た額（第１５条第２項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。）を控除

して得た額とする（第４項に掲げる場合を除く）。 

２   略 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第１５
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条」とあるのは「第１５条の６の５」と、第２項中「第１５条第３項」とあるのは「第

１５条第３項（第１５条の６の５第２項において準用する場合を含む。）」と読み替え

るものとする。 

 

４ 当該年度において、第２０条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付

義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課

額の被保険者均等割額は、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控除して得た額と

する。 

（１） 第１５条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第２０

条第１項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額

（第１５条第２項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。）を控除して得

た額 

（２）   略 

５   略 

６ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第４項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第１５

条」とあるのは「第１５条の６の５」と、第５項中「第１５条第３項」とあるのは「第

１５条第３項（第１５条の６の５第２項において準用する場合を含む。）」と読み替え

るものとする。 

 

 

（出産被保険者の保険料の減額） 

第２０条の６ 当該年度において、世帯に出産被保険者（国民健康保険法施行令第２９条

の７第５項第８号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。）がある場合における当

該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第１２条の基

礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額（当該減額して得た額が第１５条の

６に規定する額を超える場合には、同条に規定する額）とする（第５項に掲げる場合を

除く）。 

（１）・（２）   略 

２   略 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第１２

条」とあるのは「第１５条の６の３」と、「第１５条の６」とあるのは「第１５条の６

の１０」と、前項中「第１５条第２項」とあるのは「第１５条第２項（第１５条の６の

５第２項において準用する場合を含む。）」と読み替えるものとする。 

 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合に

おいて、第１項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ。」とあるのは「規定する

出産被保険者（介護納付金賦課被保険者である者に限る。）をいう。以下この項におい

て同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第１２条」とあ

るのは「第１５条の８」と、「第１５条の６」とあるのは「第１５条の１１」と、第２

項中「第１５条第２項」とあるのは「第１５条第２項（第１５条の１０第２項において

準用する場合を含む。）」と読み替えるものとする。 

５ 当該年度において、第２０条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付

義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する

保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第１２条の基礎賦課額から、次の各
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条又は第１５条の５」とあるのは「第１５条の６の５又は第１５条の６の８」と、「第

１５条第２項」とあるのは「第１５条の６の５第２項において準用する第１５条第２項」

と、第２項中「第１５条第３項」とあるのは「第１５条の６の５第２項において準用す

る第１５条第３項」と読み替えるものとする。 

４ 当該年度において、第２０条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付

義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課

額の被保険者均等割額は、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控除して得た額と

する。 

（１） 第１５条又は第１５条の５の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該

保険料率に第２０条第１項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割

合を乗じて得た額（第１５条第２項の規定により端数の切り上げを行った後の額とす

る。）を控除して得た額 

（２）   略 

５   略 

６ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第４項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第１５

条又は第１５条の５」とあるのは「第１５条の６の５又は第１５条の６の８」と、「第

１５条第２項」とあるのは「第１５条の６の５第２項において準用する第１５条第２項」

と、第５項中「第１５条第３項」とあるのは「第１５条の６の５第２項において準用す

る第１５条第３項」と読み替えるものとする。 

 

 （出産被保険者の保険料の減額） 

第２０条の６ 当該年度において、世帯に出産被保険者（国民健康保険法施行令第２９条

の７第５項第８号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。）がある場合における当

該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第１２条又は

第１５条の２の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額（当該減額して得

た額が第１５条の６に規定する額を超える場合には、同条に規定する額）とする（第５

項に掲げる場合を除く）。 

（１）・（２）   略 

２   略 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第１２

条又は第１５条の２」とあるのは「第１５条の６の３又は第１５条の６の６」と、「第

１５条の６」とあるのは「第１５条の６の１０」と、前項中「第１５条第２項」とある

のは「第１５条の６の５第２項において準用する第１５条第２項」と読み替えるものと

する。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合に

おいて、第１項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ。」とあるのは「規定する

出産被保険者（介護納付金賦課被保険者である者に限る。）をいう。以下この項におい

て同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第１２条又は第

１５条の２」とあるのは「第１５条の８」と、「第１５条の６」とあるのは「第１５条

の１１」と、第２項中「第１５条第２項」とあるのは「第１５条の１０第２項において

準用する第１５条第２項」と読み替えるものとする。 

５ 当該年度において、第２０条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付

義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する

保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第１２条又は第１５条の２の基礎賦
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号の合算額を減額して得た額（当該減額して得た額が第１５条の６に規定する額を超え

る場合には、同条に規定する額）とする。 

（１）・（２）   略 

６   略 

７ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第１２

条」とあるのは「第１５条の６の３」と、「第１５条の６」とあるのは「第１５条の６

の１０」と、前項中「第１５条第２項」とあるのは「第１５条第２項（第１５条の６の

５第２項において準用する場合を含む。）」と読み替えるものとする。 

 

８ 第５項及び第６項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合に

おいて、第５項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者（介護納付金賦課被保険

者である者に限る。以下この項において同じ。）」と、「基礎賦課額」とあるのは「介

護納付金賦課額」と、「第１２条」とあるのは「第１５条の８」と、「第１５条の６」

とあるのは「第１５条の１１」と、第６項中「第１５条第２項」とあるのは「第１５条

第２項（第１５条の１０第２項において準用する場合を含む。）」と読み替えるものと

する。 

 

（保険料の減免） 

第２４条 市長は、次の各号のいずれかに該当する世帯であって、必要があると認めると

きは、その申請により、保険料を減免することができる。 

（１） 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、居住する住宅について

著しい損害を受けたとき。 

（２） 事業又は業務の不振、休廃止、失業等により、所得が著しく減少したとき。 

 

（３） 被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。 

（４） 次のア及びイのいずれにも該当する被保険者（資格取得日の属する月以後２年を

経過する月までの間に限る。）があるとき。 

ア・イ   略 

（５） 前各号に掲げるものを除くほか、特別の事情がある世帯 

２   略 
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課額から、次の各号の合算額を減額して得た額（当該減額して得た額が第１５条の６に

規定する額を超える場合には、同条に規定する額）とする。 

（１）・（２）   略 

６   略 

７ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第１２

条又は第１５条の２」とあるのは「第１５条の６の３又は第１５条の６の６」と、「第

１５条の６」とあるのは「第１５条の６の１０」と、前項中「第１５条第２項」とある

のは「第１５条の６の５第２項において準用する第１５条第２項」と読み替えるものと

する。 

８ 第５項及び第６項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合に

おいて、第５項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者（介護納付金賦課被保険

者である者に限る。以下この項において同じ。）」と、「基礎賦課額」とあるのは「介

護納付金賦課額」と、「第１２条又は第１５条の２」とあるのは「第１５条の８」と、

「第１５条の６」とあるのは「第１５条の１１」と、第６項中「第１５条第２項」とあ

るのは「第１５条の１０第２項において準用する第１５条第２項」と読み替えるものと

する。 

 

（保険料の減免） 

第２４条 市長は、次の各号の一に該当する者のうち、特に必要があると認めるときは、

保険料を減免することができる。 

（１） 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに

準ずると認められる者 

（２） 前条第 1項各号の一に該当する事実に基づき納付能力を喪失し、その事実発生の

日から相当の期間を経過しても資力回復の見込みが全くないと認められる者 

 

（３） 次のア及びイのいずれにも該当する者（資格取得日の属する月以後２年を経過す

る月までの間に限る。） 

ア・イ   略 

（４） 前３号に掲げるものを除くほか、特別の事情がある者 

２   略 
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四條畷市介護保険条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

新 

   四條畷市介護保険条例 

 

目次 

 第１章 四條畷市が行う介護保険（第１条） 

 第２章 介護認定審査会（第２条・第３条） 

 第３章 保険料（第４条－第１２条） 

 第４章 罰則（第１３条－第１７条） 

 第５章 雑則（第１８条） 

 附則 

 

   第１章 四條畷市が行う介護保険 

 

第１条   略 

 

   第２章 介護認定審査会 

 

第２条・第３条    略 

 

   第３章 保険料 

 

（保険料率） 

第４条 令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる

第１号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）第３９条

第１項第１号に掲げる者 ３９，０８８円 

(２) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ５８，８４６円 

(３) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ５９，２７６円 

(４) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ７７，３１７円 

(５) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ８５，９０８円 

(６) 次のいずれかに該当する者 １０３，０８９円 

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合

計所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措置法（昭和３２年法律

第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第

１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３

第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２

条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が０

を下回る場合には、０とする。以下同じ。）が１２０万円未満である者であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護者（以

下「要保護者」という。）であって、その者が課される保険料額についてこの号の
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旧 

   四條畷市介護保険条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１条   略 

 

 

 

第２条・第３条    略 
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区分による額を適用されたならば同法第２条に規定する保護（以下「保護」という。）

を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(１)に係る部分を除

く。）又は次号イ、第８号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、

第１３号イ、第１４号イ若しくは第１５号イに該当する者を除く。） 

(７) 次のいずれかに該当する者 １１１，６８０円 

ア 合計所得金額が１２０万円以上２１０万円未満である者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）又は次号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第

１２号イ、第１３号イ、第１４号イ若しくは第１５号イに該当する者を除く。） 

(８) 次のいずれかに該当する者 １２８，８６２円 

ア 合計所得金額が２１０万円以上３２０万円未満である者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）又は次号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、

第１３号イ、第１４号イ若しくは第１５号イに該当する者を除く。） 

(９) 次のいずれかに該当する者 １４６，０４３円 

ア 合計所得金額が３２０万円以上４２０万円未満である者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）又は次号イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、

第１４号イ若しくは第１５号イに該当する者を除く。） 

(10) 次のいずれかに該当する者 １６３，２２５円 

ア 合計所得金額が４２０万円以上５２０万円未満である者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）又は次号イ若しくは第１２号イ、第１３号イ、第１４

号イ若しくは第１５号イに該当する者を除く。） 

(11) 次のいずれかに該当する者 １８０，４０６円 

ア 合計所得金額が５２０万円以上６２０万円未満である者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）又は次号イ、第１３号イ、第１４号イ若しくは第１５

号イに該当する者を除く。） 

(12) 次のいずれかに該当する者 １９７，５８８円 

ア 合計所得金額が６２０万円以上７２０万円未満である者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）又は次号イ、第１４号イ若しくは第１５号イに該当す

る者を除く。） 
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(13) 次のいずれかに該当する者 ２０６，１７９円 

ア 合計所得金額が７２０万円以上８２０万円未満である者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）又は次号イ若しくは第１５号イに該当する者を除く。） 

(14) 次のいずれかに該当する者 ２１４，７７０円 

ア 合計所得金額が８２０万円以上９２０万円未満である者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を除く。） 

(15)  次のいずれかに該当する者 ２２３，３６０円 

ア 合計所得金額が９２０万円以上１０００万円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

(16) 前各号のいずれにも該当しない者 ２３１，９５１円 

２ 前項第１号から第３号までに掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係

る令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率は、同項第１号から第３号

までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額とする。 

(１) 前項第１号に掲げる第１号被保険者 ２４，４８３円 

(２) 前項第２号に掲げる第１号被保険者 ４１，６６５円 

(３) 前項第３号に掲げる第１号被保険者 ５８，８４６円 

（普通徴収に係る納期等） 

第５条 普通徴収に係る保険料の納期（以下「納期」という。）は、次のとおりとする。 

(１) 第１期 ７月１日から同月末日まで 

(２) 第２期 ８月１日から同月末日まで 

(３) 第３期 ９月１日から同月末日まで 

(４) 第４期 １０月１日から同月末日まで 

(５) 第５期 １１月１日から同月末日まで 

(６) 第６期 １２月１日から同月２５日まで 

(７) 第７期 １月１日から同月末日まで 

(８) 第８期 ２月１日から同月末日まで 

(９) 第９期 ３月１日から同月末日まで 

２ 前項に規定する納期の末日が民法(明治 29年法律第 89号)第 142条に規定する休日又

は土曜日に当たるときは、同項の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその納期の末

日とする。 

３ 前２項に規定する納期により難い第１号被保険者に係る納期及び各納期の納付額は、

市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第１号被保険者又は

その連帯納付義務者（介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第

１３２条第２項及び第３項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をい

う。第７条において同じ。）に対し、その納期及び各納期の納付額を通知しなければなら

ない。 
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４ 納期ごとの分割金額に１０円未満の端数があるとき、又はその分割金額が１０円未満

であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算す

るものとする。 

（賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等があった場合） 

第６条 保険料の賦課期日後に第１号被保険者の資格を取得した場合における当該第１号

被保険者に係る保険料の額の算定は、第１号被保険者の資格を取得した日の属する月か

ら月割をもって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に第１号被保険者の資格を喪失した場合における当該第１号被保

険者に係る保険料の額の算定は、第１号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月

まで月割をもって行う。 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１号イ（同号に規定する老齢福祉年金の受

給権を有するに至った者及び同号イの(１)に係る者を除く。）、ロ若しくはニ、第２号

ロ、第３号ロ、第４号ロ若しくは第５号ロ又は第４条第６号イ、第７号イ、第８号イ、

第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ若しくは第

１５号イに該当するに至った第１号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至っ

た日の属する月の前月まで月割により算定した当該第１号被保険者に係る保険料の額と

当該該当するに至った日の属する月から令第３９条第１項第１号から第５号まで及び第

４条第６号から第１５号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料

の額の合算額とする。 

４ 前３項の規定により算定された当該年度における保険料の額に１０円未満の端数が生

じる場合は、これを切り捨てるものとする。 

（保険料の額の通知） 

第７条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第１号被保険者又はそ

の連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とす

る。 

（保険料の督促手数料） 

第８条 市長は、督促状を発した場合には、督促状 1通について、50円の手数料を徴収し

なければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しな

いことができる。 

（延滞金） 

第９条 法第１３２条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者（以下「納

付義務者」という。）は、納期限後にその保険料を納付する場合において、当該納付金

額が２,０００円以上（１,０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）で

あるときは、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該

納付金額につき年１４.６パーセント（納期限の翌日から３月を経過する日までの期間に

ついては、年７.３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算

して納付しなければならない。ただし、延滞金額に１００円未満の端数があるとき又は

その全額が１,０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるもの

とする。 

２ 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、３６５日当

たりの割合とする。 

３ 市長は、納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得な

い理由があると認める場合には、第１項の延滞金を減免することができる。 

（保険料の徴収猶予） 

第１０条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全

部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申
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請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、６月以内の

期間（その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市長が認める場合には、

その者の申請に基づき市長が定める相当の期間）に限って徴収猶予することができる。 

(１) 第１号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者（以下「生計維

持者」という。）が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、

家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 

(２) 第１号被保険者の属する世帯の生計維持者が死亡したこと、又は第１号被保険者

の属する世帯の生計維持者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したこと

により、当該生計維持者の収入が著しく減少したこと。 

(３) 第１号被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事

業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 

(４) 第１号被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が、干ばつ、冷害等による農作

物の不作その他これに類する理由により著しく減少したこと。 

(５) 前各号に掲げる事実に類する事実があったこと。 

２ 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を受けようとす

る理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

(１) 第１号被保険者及びその属する世帯の生計維持者の氏名、住所及び個人番号（行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号）第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。） 

(２) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特

別徴収対象年金給付の支払に係る月 

(３) 徴収猶予を受けようとする理由 

（保険料の減免） 

第１１条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に

対し、保険料を減免する。 

(１) 第１号被保険者又はその属する世帯の生計維持者が、震災、風水害、火災その他

これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受け

たこと。 

(２) 第１号被保険者の属する世帯の生計維持者が死亡したこと、又は第１号被保険者

の属する世帯の生計維持者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことに

より、当該生計維持者の収入が著しく減少したこと。 

(３) 第１号被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事

業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 

(４) 第１号被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が、干ばつ、冷害等による農作

物の不作その他これに類する理由により著しく減少したこと。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。 

２ 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項

を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出

しなければならない。 

(１) 第１号被保険者及びその属する世帯の生計維持者の氏名、住所及び個人番号 

(２) 減免を受けようとする保険料の額 

(３) 減免を受けようとする理由 

３ 第１項の規定による保険料の減免は、前項の規定による保険料の減免申請のあった日

の属する月分に係る保険料から行うものとする。 

４ 第１項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、

直ちにその旨を市長に届け出なければならない。 
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（保険料に関する申告） 

第１２条 第１号被保険者は、毎年４月１５日まで（保険料の賦課期日後に第１号被保険

者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から１５日以内）に、第１号被保険者

本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町民税

の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。 

第４章 罰則 

第１３条 第１号被保険者が法第１２条第１項本文の規定による届出をせず（同条第２項

の規定により当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除

く。）、又は虚偽の届出をしたときは、１００,０００円以下の過料に処する。 

第１４条 法第３０条第１項後段、法第３１条第１項後段、法第３３条の３第１項後段、

法第３４条第１項後段、法第３５条第６項後段、法第６６条第１項若しくは第２項又は

法第６８条第１項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、１

００,０００円以下の過料に処する。 

第１５条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他そ

の世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第２０２条第１項の規

定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の

規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、１０

０,０００円以下の過料に処する。 

第１６条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金（法第１５０

条第１項に規定する納付金及び法第１５７条第１項に規定する延滞金を除く。）の徴収

を免れた者は、その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額以下の過料に処する。 

第１７条 第１３条から前条までの過料の額は、情状により、市長が定める。 

２ 第１３条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき

納期限は、その発行の日から起算して１０日以上を経過した日とする。 

第５章 雑則 

（委任） 

第１８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附則に次の３項を加える。 

（くすのき広域連合の解散に伴う経過措置） 

４ 令和５年度以前の年度分の保険料であって四條畷市が徴収すべきものについては、失

効前のくすのき広域連合介護保険条例（平成１２年くすのき広域連合条例第４号。次項

において「旧広域連合条例」という。）の例による。 

５ 旧広域連合条例第１３条第１項の規定により保険料の減免を受けた者で、当該減免の

期間が令和６年４月１日以降に及ぶものについての第１１条第４項の規定の適用につい

ては、同項中「第１項」とあるのは「失効前のくすのき広域連合介護保険条例（平成１

２年くすのき広域連合条例第４号）第１３条第１項」とする。 

（延滞金の割合の特例） 

６ 当分の間、第９条第１項に規定する延滞金の年１４.６パーセントの割合及び年７.３

パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合（平均貸付

割合（租税特別措置法第９３条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）に年１パーセ

ントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。）が年７.３パーセントの

割合に満たない場合には、その年中においては、年１４.６パーセントの割合にあっては

その年における延滞金特例基準割合に年７.３パーセントの割合を加算した割合とし、年

７.３パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年１パーセントの割合を
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加算した割合（当該加算した割合が年７.３パーセントの割合を超える場合には、年７.

３パーセントの割合）とする。 
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四條畷市地域公共交通会議条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

新 

 

（委員） 

第４条 委員は、道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令７５号）第４条の２に規定す

る者のうちから、市長が委嘱する。 

 

第５条   略 

 

（運賃協議部会） 

第６条 交通会議に、乗合旅客の運賃等に関する事項を協議する必要があるときは、運賃

協議部会を置くことができる。 

２ 運賃協議部会の委員は、四條畷市地域公共交通会議委員から選出する。 

３ 運賃協議部会は、運賃等の事項を協議する。 

４ 運賃協議部会の委員は、前項の規定による報告をするまでの間、在任する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４７



 

 

旧 

 

（委員） 

第４条 委員は、道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令７５号）第９条の３に規定す

る者のうちから、市長が委嘱する。 

 

第５条   略 
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